
ＷＴＯ政府調達協定の適用基準額の変更 

 ＷＴＯ政府調達協定の適用基準額は平成２０年４月１日から変更となります。国の調達契約に

ついては平成２０年１月２５日付財務大臣告示（財務省告示第２０号）、特定地方公共団体（都

道府県及び政令指定都市）の調達契約については同日付総務大臣告示（総務省告示第３９号）に

よって告示されました。 
 
１．国の調達契約の基準額                         （単位：円） 

平成 20年 4月１日～平成 22年 31日の間 平成 18年 4月１日～平成 20年 31日の間 適用期間 

 
調達契約区分 

政府調達協定 

（邦貨換算額） 

我が国の自主的措置 

（邦貨換算額） 

政府調達協定 

（邦貨換算額） 
我が国の自主的措置 

（邦貨換算額） 
物品等の調達 
 
契約 

 
22,000,000 

 

 
17,000,000 

 

 
20,000,000 

 

 
16,000,000 

 
建設工事の調達 
 
契約 

 
790,000,000 

 

 
790,000,000 

 

 
720,000,000 

 

 
720,000,000 

 
建築のためのサ

ービス等の調達

契約 

 
790,000,000 

 

 
790,000,000 

 

 
720,000,000 

 

 
720,000,000 

 
上記以外の調達

契約（建築物の清

掃サービス等） 

 
22,000,000 

 

 
17,000,000 

 

 
20,000,000 

 

 
16,000,000 

 
 
２．特定地方公共団体の調達契約の基準額                  （単位：円） 

平成 20年 4月１日～平成 22年 31日の間 平成 18年 4月１日～平成 20年 31日の間 適用期間 

 
調達契約区分 

政府調達協定 

（邦貨換算額） 

我が国の自主的措置 

（邦貨換算額） 

政府調達協定 

（邦貨換算額） 
我が国の自主的措置 

（邦貨換算額） 
物品等の調達契 
 
約 

 
35,000,000 

 

 
35,000,000 

 

 
32,000,000 

 

 
32,000,000 

 
建設工事の調達 
 
契約 

 
2,630,000,000 

 
2,630,000,000 

 
2,410,000,000 

 
2,410,000,000 

建築のためのサ

ービス等の調達

契約 

 
260,000,000 

 

 
260,000,000 

 

 
240,000,000 

 

 
240,000,000 

 
上記以外の調達

契約（建築物の清

掃サービス等） 

 
35,000,000 

 

 
35,000,000 

 

 
32,000,000 

 

 
32,000,000 

 
※ 平成２０年１月２５日付け及び２月２７日付け官報 


